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18年度ダブル改定に向け厚労･財務両省始動 マイナス改定は必至!? 

2025年・地域包括ケアの構築の最大の山場である2018年度診療報酬・介護報酬のダブル改定に向けて厚生

労働・財務両省が動き始めています。 

4/23厚生労働省は

介護給付費分科会を

開き 2018年度改

定に向けた課題・ス

ケジュールを提示し

ました。処遇改善加

算をめぐっては実際

に効果が出るのか疑

問視する声が少なく

ありません。加算と

いう手法を続けるこ

とにも異論があり次

回の改定でも大きな

論点になります。経

営実態調査について

は 設計を見直して

精度を高めるべきだ

と多くの委員から強

い要望があります。 

一方 4/27財務省の財政制度等審議会（財政審）

の財政制度分科会では 国民皆保険制度の維持の

ためには診療報酬本体と介護報酬を2020年度に

かけてマイナスにする必要があるとの認識を示し

ました。主な提案は以下の通りです。 
【軽度者に対する給付】（右図参照） 
生活援助サービス：軽度者に対する生活援助は 日常生
活で通常負担する費用であり 原則自己負担（一部補助）
の仕組みに切り替える必要。また2015年度から地域支援
事業へ移行した予防給付（訪問介護・通所介護）につい
ても同様の観点からの見直しを行う必要。これらにより事業
者間の価格競争の促進とサービスの効率化・産業の発展が
図られる効果も期待できる。 
通所介護：地域の実情に応じたサービスを効率的に提供す
る観点から 柔軟な人員・設備基準として自治体の裁量を
拡大し 自治体の予算の範囲内で実施する枠組み（地域
支援事業）へ移行すべき。その際には メニューの統合等に
より 簡素で分かりやすい体系とすべき。 
【ケアマネジメント】 
サービスを受ける以上は一定の対価を支払うべき。施設サー
ビスなどではケアマネジメントが包含されて利用者負担が生じていることとの整合性等も踏まえ 訪問介護・通所サービス等に係るケア
マネジメントについて 利用者負担を導入すべきではないか。 
【サービス単価の抑制】 
診療報酬本体・介護報酬についても 高齢化等によって医療機関・介護事業者の収入総額（＝医療費・介護費）が増えていく中
保険料等の国民負担の上昇を抑制する観点からマイナスとする必要。 

以上のように これまでになく非常に具体的かつ踏み込んだ内容になっています。 
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[介護報酬改定を踏まえた今後の課題と介護報酬改定検証・研究委員会における調査］ 


